
【提出期限】 令和６年３月３１日
（令和４年度税制改正で延長

特例承継計画の提出

6 令和8年3月31日令和６年度
税制改正で延長見込

※黒枠部分は内田会計による追記部分



令和5年12月14日現在

令和8年3月31日に延長見込

令和8年3月31日に延長見込

※黒枠部分は内田会計による追記部分


